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至南越谷駅 JR武蔵野線

3階  イオンホール
（映画館隣）

越谷
レイクタウン駅

イオンレイクタウン
Kaze

至吉川駅

申告会場
イオンホール3階

イオンレイクタウンKaze（かぜ）案内図

※原則、土・日・祝日を除く　※混雑状況などにより、受付終了時間を早める場合があります。
※確定申告書用紙の配布、申告相談、確定申告の受付および納税相談を行います（現金納付の
　窓口業務は行いません）。
※お車でお越しの場合は、イオンレイクタウンの駐車場（平日５時間無料）をご利用ください。

申告会場〈イオンレイクタウンKaze（かぜ）〉越谷市東町４－２１－１
日程（開設期間） 受付時間 内　容

２月９日（木）～２月１５日（水）

２月１６日（木）～３月１５日（木）

２月１９日（日）
日曜受付

２月26日（日）

午前９時～午後４時

還付申告全般

納税・還付申告全般

e─Taxのメリット
①最高4,000円の税額控除
②添付書類の提出省略
③還付金がスピーディ
④期間中は24時間いつでも利用可能
※利用には電子証明書、ICカードリー
　ダライタの準備が必要です。

電子証明書を取得（費用がかかります）し、ＩＣカードリーダライタを購入
します。
開始届出書をe-Taxホームページの開始届出書作成・提出コーナー
から所轄の税務署に送信します。
e-Taxの初期登録(電子証明書の登録など）を行います。

～ｅ－Taxをご利用いただく前に～

詳しくは、国税庁ホームページで確認するか越谷税務署にお問い合わせください。

Ｓtep1

Ｓtep2

Ｓtep3

■
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
合
や
不

動
産
収
入
が
あ
る
場
合
、
土
地
や

建
物
を
売
っ
た
場
合
な
ど
で
、
平

成
23
年
中
の
所
得
金
額
の
合
計
額

か
ら
、
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
、

基
礎
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
の
合

計
額
を
差
し
引
き
、
そ
の
金
額
を

基
に
算
出
し
た
税
額
か
ら
、
税
額

控
除
を
差
し
引
い
て
残
額
の
あ
る

方■
給
与
所
得
者
で
次
の
い
ず
れ
か

の
要
件
に
該
当
す
る
方

①
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え

る
方

②
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け

て
い
る
方

③
給
与
所
得
の
方
で
、
給
与
所
得

や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万

円
を
超
え
る
方

④
同
族
会
社
の
役
員
な
ど
で
、
そ

の
法
人
か
ら
貸
付
金
の
利
子
や
不

動
産
の
賃
貸
料
な
ど
を
受
け
て
い

る
方

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
確
定
申

告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、

源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
平
成
23
年
の
途
中
で
退
職
し
、

年
末
調
整
を
受
け
な
か
っ
た
方

■
給
与
所
得
者
で
、
次
の
よ
う
な

方①
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
方

②
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
、

平
成
23
年
中
に
マ
イ
ホ
ー
ム
を
新

築
・
購
入
ま
た
は
大
規
模
な
修
繕

・
増
築
を
し
た
方

③
災
害
や
盗
難
な
ど
に
あ
っ
た
方

④
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
寄
附

金
を
支
払
っ
た
方

■
源
泉
徴
収
さ
れ
た
配
当
や
原
稿

料
な
ど
の
収
入
が
少
額
で
、
そ

の
他
の
所
得
も
あ
ま
り
多
く
な
か

っ
た
方 

※
還
付
の
確
定
申
告
書
は
、
２
月

15
日
㈬
以
前
で
も
越
谷
税
務
署
へ

提
出
で
き
ま
す
。
２
月
16
日
㈭
〜

３
月
15
日
㈭
は
納
税
す
る
方
の

確
定
申
告
書
の
提
出
で
、
申
告
会

場
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
還
付
の

確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
方
は
、

お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
に
必

要
な
も
の
（
2
ペ
ー
ジ
参
考
）
と

同
様
で
す
。

　

な
お
、
確
定
申
告
の
内
容
に
よ

っ
て
は
必
要
な
も
の
が
異
な
る
場

合
が
あ
る
の
で
、
越
谷
税
務
署
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
還
付
申
告
の
場
合
、
還

付
金
の
振
込
先
口
座
（
本
人
）
の

口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の
が
必
要

で
す
。

　

越
谷
税
務
署
の
「
確
定
申
告
会

場
」
（
所
得
税
・
消
費
税
・
贈
与

税
）
を
、
「
イ
オ
ン
レ
イ
ク
タ
ウ

ン
k
a
z
e
（
か
ぜ
）
３
階
イ
オ

ン
ホ
ー
ル
」
で
開
設
し
ま
す
。

　

開
設
期
間
中
、
越
谷
税
務
署
庁

舎
内
で
の
申
告
相
談
は
実
施
し
て

い
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
日
曜
申
告
相
談
会

　

イ
オ
ン
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
会
場
で

は
、
２
月
19
日
㈰
、
２
月
26
日
㈰

の
２
日
間
に
限
り
、
日
曜
申
告
相

談
会
を
実
施
し
ま
す
。

■
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
添
付
書
類

の
提
出
に
つ
い
て

　

源
泉
徴
収
票
な
ど
添
付
書
類
は
、

添
付
書
類
台
紙
に
貼
っ
て
ご
提
出

い
た
だ
く
よ
う
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
越
谷
税
務
署
に
申
告
を
お
願
い

し
ま
す

　

次
の
確
定
申
告
を
す
る
方
は
、

市
民
税
・
県
民
税
申
告
会
場
で
受

け
付
け
が
で
き
ま
せ
ん
。
越
谷
税

務
署
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
青
色
申
告

②
所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
の
還
付
申
告

③
株
、
土
地
、
建
物
な
ど
の
譲
渡

所
得
の
申
告

④
平
成
23
年
か
ら
事
業
を
始
め
た

方
の
申
告

⑤
事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
）
、

不
動
産
所
得
で
収
支
内
訳
書
が
で

き
て
い
な
い
方
の
申
告 

⑥
給
与
明
細
書（
源
泉
徴
収
票
の

な
い
方
）に
よ
る
還
付
申
告

⑦
雑
損
、
寄
附
金
（
ふ
る
さ
と
納

税
）
控
除
な
ど
の
申
告

⑧
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
損
失

な
ど
事
例
の
少
な
い
申
告

■
市
民
税
・
県
民
税
申
告
会
場
で

受
け
付
け
で
き
る
簡
易
な
確
定
申

告▽
給
与
所
得
・
年
金
受
給
の
源
泉

徴
収
票
（
原
本
）
を
お
持
ち
で
、

次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す

る
方
（
た
だ
し
修
正
申
告
・
更
正

の
請
求
な
ど
を
除
く
）
。

①
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
の
還

付
申
告

・
領
収
書
（
原
本
）
は
医
療
機
関

ご
と
に
集
計
し
、
必
ず
合
計
を
し

て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

・
医
療
に
か
か
っ
た
領
収
書
と
保

険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
が

わ
か
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

②
平
成
23
年
の
途
中
で
退
職
な
ど

に
よ
り
、年
末
調
整
を
受
け
な
か

っ
た
方
の
申
告

③
給
与
な
ど
を
２
カ
所
以
上
の
会

社
か
ら
受
け
て
い
る
方
の
申
告

④
年
金
基
金
や
公
的
年
金
な
ど
年

金
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い

る
方
の
申
告

⑤
給
与
所
得
と
年
金
受
給
な
ど
２

種
類
以
上
の
収
入
が
あ
っ
た
方
の

申
告

⑥
扶
養
や
障
害
者
控
除
な
ど
を
追

加
す
る
方
の
還
付
申
告

▽
一
時
所
得
が
あ
っ
た
方

▽
白
色
申
告
で
、
事
業
所
得
（
営

業
・
農
業
）
、
不
動
産
所
得
、
雑

所
得
な
ど
が
あ
り
、
収
支
内
訳
書

が
で
き
て
い
る
方

■
e
│
T
ａ
ｘ

　

確
定
申
告
期
間
中
、e
│
T
ａ
ｘ

（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ

ム
）は
24
時
間
利
用
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ

ー
ナ
ー
」
で
も
e
│
T
ａ
ｘ
用
の

申
告
デ
ー
タ
が
作
成
で
き
ま
す
。

●障害者控除認定書
　次の方が税の申告で障害者控除の適用を受ける場合には、
「障害者控除対象者認定書」が必要です。未申請の方は、長
寿介護課９番窓口に申請してください。
□対 65歳以上で要介護度が１～５の方（要支援の方は対象外）※所
得税、市・県民税が非課税の方（本人または扶養義務者）、身体障害
者手帳などをお持ちの方は、この認定書は必要ありません。ただし、
身体障害者手帳３～６級をお持ちで、要介護度４以上の方（原則）は、
特別障害者控除の適用を受ける場合に、この認定書が必要です。
●おむつ使用証明書
　おむつ代の医療費控除の申告が２年目以降の方で、介護保険法
の要介護認定を受けている一定の方は、市が交付するおむつ使用の
確認書で申告することができます。

東日本大震災により被害を受けられた方へ
　東日本大震災により、ご自身や扶養親族
が所有する資産に被害を受けられた方は、
確定申告により、所得税の軽減・免除を受
けられる場合があります。
　詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）
の「東日本大震災により被害を受けた場合
等の税金の取扱いについて」をご覧いただく
か、越谷税務署までお問い合わせください。

所
得
税
の
確
定
申
告

確
定
申
告
の
提
出
方
法

　

越
谷
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場
が
変
わ
り
ま
す（
現
金
納
付
の
窓

口
業
務
は
行
い
ま
せ
ん
）。確
定
申
告
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、

越
谷
税
務
署
☎
965
・8
1
1
1（
音
声
案
内
）ま
で

確定申告などをされる
要介護認定高齢者の皆さんへ

確
定
申
告
に
必
要
な
も
の

確
定
申
告
が
必
要
な
方

確
定
申
告
す
れ
ば

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
方

納税は期限内に
　確定申告による所得税の納期限は３月15日㈭です。納期限まで
に金融機関または税務署で納付ください。確定申告書提出後に、納
付書の送付や納税通知などによる納税のお知らせはありません。
　また、納付税額が30万円以下の場合には、越谷税務署窓口でバ
ーコード付納付書の交付を受け、コンビニエンスストアで納付するこ
とができます。
　振替納税を利用される方は、４月20日㈮に指定の口座から自動的
に納付されます。

長寿介護課☎○内447□問


